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令和６年度限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額認定証作成封入封緘業務 

委託仕様書 

     

１ 委託件名 

 令和６年度限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額認定証作成封入封緘業務 

 

２ 契約期間 

  令和６年５月１日から令和６年７月３１日まで 

 

３ 履行場所 

  本委託仕様の履行場所は、以下のとおりとする。 

 （１） 神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局 

（神奈川県横浜市神奈川区栄町８番地１ ヨコハマポートサイドビル９階） 

 （２） 川崎東郵便局 

     （神奈川県川崎市川崎区東扇島８８番地） 

 

４ 委託業務の内容 

  本仕様書に規定する委託業務の内容は、以下の各帳票の作成及び封入封緘、引抜、納品とし、

関係帳票及びデータの作成及び納品も含むものとする。なお、印刷エラー等に備えた予備分に

ついては委託者が提示する数量とは別に受託者の責任で作成することとする。 

 （１） 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（以下「減額認定証」という。） 

（２） 後期高齢者医療限度額適用認定証（以下「限度額認定証」という。） 

 

 【減額認定証】 

 （１） 作成の概要 

    委託者が提供する印字用データ（同日に委託者から引き渡す引抜依頼データを反映した

もの）に基づき減額認定証等を作成し封入封緘を行ったもの、並びに減額認定証等の発送

に必要な関連帳票及びデータの納品を行うものとする。 

 （２） 帳票等の作成 

    作成及び封入封緘を行う帳票等は、以下のとおりとし、詳細は別紙１「令和６年度各種

帳票等の仕様について」のとおりとする。また、帳票等の作成前に委託者から提供する引

抜依頼データを反映し、作成すること。なお、封入の際、他の帳票等の混入又は封入漏れ

がないように適切な対策を講じること。 

封入の詳細については、契約締結後別途指示する。 

   ア 減額認定証 
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すべての減額認定証に委託者が提供する公印の印影１箇所を印字し、別紙３－１ 提供

データの項番１９「長期入院該当年月日」がスペース以外の場合はもう１箇所に別の印影

を印字する。なお、この印影の印字には赤色を用いるものとする。 

   イ 送付先記載用紙 

    宛名部分に日本郵便株式会社が指定する仕様によりカスタマバーコードを印刷すること。 

   ウ 限度額適用・標準負担額減額認定証送付のお知らせ 

   エ 制度案内用文書 

   オ 送付用封筒 

    作成する帳票等については、委託者が私用領域で管理する外字ファイルに含まれる文字

を印字できるようにすること。 

 （３） データの作成 

    データ処理過程において、下記の仕様にて「処理連番データ」を作成し、納品すること。 

   ア 処理連番データに含まれる項目 

    保険者番号、被保険者番号、氏名、宛名氏名、宛名住所、処理ごとの連番、箱ナンバー、

その他委託者が指定する項目 

   イ ファイルの区分 

    保険者番号で区分したファイル及び区分しない一括のファイルを作成すること。 

   ウ ファイル形式 

    ＣＳＶ形式 

   エ 使用する文字コード 

    Shift JIS 

オ エラー分の扱い 

    印字項目に未登録外字又は桁あふれとなる文字列（委託者が指示する印字文字数より多

く文字数が含まれている文字列。以下、同じ。）を含むデータ（以下「エラー分」という。）

が存在する場合は、印字前にエラー分ではないものと区分し、封入処理までを行い、封緘

処理は行わないものとする。 

 （４） 納品 

    項番９の「納品等について」に規定する。 

 

【限度額認定証】 

 （１） 作成の概要 

    委託者が提供する印字用データ（同日に委託者から引き渡す引抜依頼データを反映した

もの）に基づき限度額認定証を作成し封入封緘を行ったもの、並びに限度額認定証発送に

必要な関連帳票及びデータの納品を行うものとする。 

 （２） 帳票等の作成 

    作成及び封入封緘を行う帳票等は、以下のとおりとし、詳細は別紙１「令和６年度各種
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帳票等の仕様について」のとおりとする。また、帳票等の作成前に委託者から提供する引

抜依頼データを反映し、作成すること。なお、封入の際、他の帳票等の混入又は封入漏れ

がないように適切な対策を講じること。 

封入の詳細については、契約締結後別途指示する。 

 

   ア 限度額認定証 

すべての限度額認定証に、委託者が提供する公印の印影１箇所を印字する。なお、この

印影の印字には赤色を用いるものとする。 

   イ 送付先記載用紙 

宛名部分に日本郵便株式会社が指定する仕様によりカスタマバーコードを印刷すること。 

   ウ 限度額認定証送付のお知らせ 

   エ 送付用封筒（減額認定証送付用封筒と共通） 

    作成する帳票等については、委託者が私用領域で管理する外字ファイルに含まれる文字

を印字できるようにすること。 

 （３） データの作成 

    データ処理過程において、下記の仕様にて「処理連番データ」を作成し、納品すること。 

   ア 処理連番データに含まれる項目 

    保険者番号、被保険者番号、氏名、宛名氏名、宛名住所、処理ごとの連番、箱ナンバー、

その他委託者が指定する項目 

   イ ファイルの区分 

    保険者番号で区分したファイル及び区分しない一括のファイルを作成すること。 

   ウ ファイル形式 

    ＣＳＶ形式 

   エ 使用する文字コード 

    Shift JIS 

オ エラー分の扱い 

    印字項目に未登録外字又は桁あふれとなる文字列（委託者が指示する印字文字数より多

く文字数が含まれている文字列。以下、同じ。）を含むデータ（以下「エラー分」という。）

が存在する場合は、印字前にエラー分ではないものと区分し、封入処理までを行い、封緘

処理は行わないものとする。 

 （４） 納品 

    項番９の「納品等について」に規定する。 

 

 

 

 



 

 4

５ 予定数量（件数及び回数） 

【減額認定証】※短期証対象者含む 

 予定数量 契約期間内の処理回数 

処 理 １３６，０００件 １回 

※ 各種帳票について、作成する数量は、成果物１通につき１部ずつとする。 

※ データ引渡し日及び納品日のスケジュールは別紙２「スケジュール及び納品場所」のとおり。 

 

【限度額認定証】※短期証対象者含む 

 予定数量 契約期間内の処理回数 

処 理 ２６，０００件 １回 

※ 各種帳票について、作成する数量は、成果物１通につき１部ずつとする。 

※ データ引渡し日及び納品日のスケジュールは別紙２「スケジュール及び納品場所」のとおり。 

 

６ 契約方法 

  項番４に規定する委託業務の内容ごとに単価契約とする。ただし、印字プログラムの作成、

納品（搬送）費用については、一式または、一回として単価と合計した契約とする。 

 

７ 支払方法 

  支払い方法については、業務ごとの契約単価に処理件数を乗じた額の合計額（その額に１円

未満の端数がある場合は端数を切り捨てた額）（ただし、印字プログラムの作成、納品（搬送）

費用については、一式または、一回として上記金額に合算する。）に、取引にかかる消費税額（地

方消費税を含む）として 100 分の 10 を乗じた額を加算して、納品・検品後に所定の会計手続き

を経て、支払うものとする。 

 

８ 提供データについて 

【減額認定証】 

（１） ファイル形式（通常分と短期証対象者分の２ファイル） 

    ＣＳＶ形式とする。 

 （２） ファイルレイアウト及び項目ごとの桁数等 

    別紙３－１「減額認定証ファイル（外字なし）」のとおり。 

（３） 文字コード及び外字ファイルについて 

    別紙４「文字に関する仕様」のとおり。 

 （４） 引き渡し日及び引き渡し場所 

    別紙２「スケジュール及び納品場所」のとおり。 

（５） データ媒体 
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    ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ 

 

【限度額認定証】 

（１） ファイル形式（通常分と短期証対象者分の２ファイル） 

    ＣＳＶ形式とする。 

 （２） ファイルレイアウト及び項目ごとの桁数等 

    別紙３－２「限度額適用認定証ファイル（外字なし）」のとおり。 

 （３） 文字コード及び外字ファイルについて 

    別紙４「文字に関する仕様」のとおり。 

 （４） 引き渡し日及び引き渡し場所 

    別紙２「スケジュール及び納品場所」のとおり。 

（５） データ媒体 

    ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ 

 

【市区町村マスタ】 

（１） ファイル形式 

   ＣＳＶ形式とする。 

（２） ファイルレイアウト 

   別紙３－３「市町村マスタ」のとおり 

（３） 文字コード及び外字ファイルについて 

    別紙４「文字に関する仕様」のとおり 

（４） 引き渡し日及び引き渡し場所 

    契約締結後に提供し、変更があった場合にその都度提供する。 

（５） データ媒体 

    ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ 

 

９ 納品等について 

 【減額認定証】 

（１） 成果物の定義及び納品場所等 

    減額認定証の成果物は以下のとおりとし、納品場所へ納品するものとする。なお、各成

果物の詳細は、別紙１「令和６年度各種帳票等の仕様について」に記載する。 

    また、納品の詳細については契約締結後別途協議する。 
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成果物の名称 成果物の説明 納品場所

1 減額認定証送付物一式 減額認定証及び同封される帳票等を封入封緘したもの 指定郵便局

2 処理連番データ 対象者ごとに連番を振ったデータを格納したCD-R 広域連合

 

 上の表中、納品場所欄の「広域連合」は、神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局とし、 

「指定郵便局」は神奈川県川崎市川崎区東扇島８８番地に所在する川崎東郵便局とする。 

 ４【減額認定証】（３）のエラー分については、広域連合または川崎東郵便局に納品するも

のとし、詳細については契約締結後別途協議する。 

 （２） 成果物の納品日等 

    別紙２「スケジュール及び納品場所」のスケジュールにより成果物を引渡し及び納品す

るものとする。 

 （３） 成果物の納品等 

    減額認定証等送付物一式の納品が完了した際には、委託者に納品日等が確認できる完了

通知を提出することとする。 

    また、対象者ごとに連番を振った処理連番データを作成し、それを格納したＣＤ－Ｒを

神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局に納品すること。 

（４） 納品時の形態等 

   ア ダンボールに梱包する際の仕分け、順番は別途指示する。ただし、引渡し時に、成果

物の固まりが「公印の印影１箇所のもの」と「公印の印影２箇所のもの」の２種類でき

ることも可とする。ただし、その場合でも処理連番は、「公印の印影１箇所のもの」から

連続するものとする。 

   イ 納品の前営業日までに印字件数及び梱包したダンボールの箱数を委託者へ報告するこ

と。 

   ウ 箱の側面の見やすい位置に、委託者が指定する項目を表示すること。 

   エ 市区町村ごとに区分けをし、ダンボールの大きさは同一の大きさのものを使用するこ

と。 

   オ ダンボールは日本郵便㈱が保有するかご台車に乗せて納品すること。かご台車の手配

については受託者が行うこととする。 

（５） 適用する郵便割引の種類について 

減額認定証等送付物一式は、契約後、委託者が指定する割引条件で納品するものとし、

その条件について、あらかじめ郵便局へ確認のうえ、該当の割引を受けられる状態に梱包

し、納品すること。  

 （６） 納品時の検品方法 

    納品時に、委託者は、委託者が定める検品の方法により検品を行うものとする。 

（７） 指定郵便局への搬入時間及び停車場所は、委託者が立会免除を申請するなど別途調整
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する。なお、指定郵便局での引渡しに際して行われる引受検査は受託者が対応すること。 

（８） 指定郵便局へ差し出す「料金後納郵便差出票」は、受託者が作成するものとする。作

成した「料金後納郵便差出票」は委託者の確認を得た後、減額認定証送付物一式と共に

指定郵便局へ受託者が持ち込むものとする。 

 

【限度額認定証】 

（１） 成果物の定義及び納品場所等 

    限度額認定証の成果物は以下のとおりとし、引渡し及び納品場所へ納品するものとする。

なお、各成果物の詳細は、別紙１「令和６年度各種帳票等の仕様について」に記載する。 

    また、納品の詳細については契約締結後別途協議する。 

成果物の名称 成果物の説明 納品場所

1 限度額認定証送付物一式 限度額認定証及び同封される帳票等を封入封緘したもの 指定郵便局

2 処理連番データ 対象者ごとに連番を振ったデータを格納したCD-R 広域連合

 

 上の表中、納品場所欄の「広域連合」は、神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局とし、

「指定郵便局」は神奈川県川崎市川崎区東扇島８８番地に所在する川崎東郵便局とする。 

４【限度額認定証】（３）のエラー分については、広域連合または川崎東郵便局に納品する

ものとし、詳細については契約締結後別途協議する。 

 （２） 成果物の納品日等 

    別紙２「スケジュール及び納品場所」のスケジュールにより成果物を引渡し及び納品す

るものとする。 

 （３） 成果物の納品等 

    限度額認定証等送付物一式の納品が完了した際には、委託者に納品日等が確認できる完

了通知を提出することとする。 

    また、対象者ごとに連番を振った処理連番データを作成し、それを格納したＣＤ－Ｒを

神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局に納品すること。 

（４） 納品時の形態等 

   ア ダンボールに梱包する際の仕分け、順番は別途指示する。 

   イ 納品の前営業日までに印字件数及び梱包したダンボールの箱数を委託者へ報告するこ

と。 

   ウ 箱の側面の見やすい位置に、委託者が指定する項目を表示すること。 

   エ 市区町村ごとに区分けをし、ダンボールの大きさは同一の大きさのものを使用するこ

と。 

   オ ダンボールは日本郵便㈱が保有するかご台車に乗せて納品すること。かご台車の手配

については受託者が行うこととする。 
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（５） 適用する郵便割引の種類について 

限度額認定証等送付物一式は、契約後、委託者が指定する割引条件で納品するものとし、

その条件について、あらかじめ郵便局へ確認のうえ、該当の割引を受けられる状態に梱包

し、納品すること。 

 （６） 納品時の検品方法 

    納品時に、委託者は、委託者が定める検品の方法により検品を行うものとする。 

（７） 指定郵便局への搬入時間及び停車場所は、委託者が立会免除を申請するなど別途調整

する。なお、指定郵便局での引渡しに際して行われる引受検査は受託者が対応すること。 

（８） 指定郵便局へ差し出す「料金後納郵便差出票」は、受託者が作成するものとする。作

成した「料金後納郵便差出票」は委託者の確認を得た後、限度額認定証送付物一式と共

に指定郵便局へ受託者が持ち込むものとする。 

 

10  PDF ファイルの作成・納品 

減額認定証送付物一式、限度額認定証送付物一式のそれぞれについて、PDF ファイルを作成

し、広域連合に納品すること（封筒を除く）。 

 

11 成果物以外の物の取扱い 

（１） 委託者が提供する磁気媒体について 

    個人情報が含まれるため、受託者が鍵付きのセキュリティーボックスを用意し、作業時

はもちろん、運搬時にも紛失や情報の流失の防止のため、磁気媒体の授受簿等を用いて都

度工程別の管理者を明確にし、万全を期すと共に、各回の作業終了後、速やかに委託者に

返却すること。 

 （２） 印影の扱いについて 

    減額認定証等の作成に必要な公印の印影は委託者が提供する。受託者は委託業務の終了

後、すみやかに委託者に印影を返却するものとする。 

 （３） 帳票の残余分について 

    各回の作業終了後、残余分の扱いを委託者が指示するものとする。 

 （４） テストプリントしたもの及びプリントミスをしたもの 

    作業終了後、焼却、融解等の方法により、受託者の工場内で確実に廃棄すること。 

 

12 検証作業について 

  受託者は、減額認定証・送付先記載用紙及び限度額認定証・送付先記載用紙の印字前に下記

の検証作業を行うこと。 

 （１） 外字印字の検証 

    別紙４「文字に関する仕様」の項番５「外字ファイルの印字テスト」のとおり。 

 （２） テストデータによる印字検証 
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    委託者が提供するテストデータによりデータ内容検証、減額認定証・送付先記載用紙及

び限度額認定証・送付先記載用紙の印字検証を行うものとする。その際使用する帳票類は、

受託者の負担で用意するものとする。 

 

13 作業場所について 

 （１） 作業場所は、減額認定証及び限度額認定証への印字から封入封緘後に箱詰めをするま

での一連の作業を連続して行える場所とすること。 

 （２） 作業場所については、あらかじめ委託者の承諾を得ること。 

 

14  各種報告について 

 （１） 事故が起きたとき 

    受託者は、委託業務に関して、何らかの事故が生じた場合は、直ちに作業を中止し、そ

の後速やかに委託者に報告をすること。報告の形式はその都度指示する。 

 （２） 委託者が必要と認めるとき 

    受託者は、委託者が求める場合には、本業務の処理状況につき、報告すること。報告の

形式はその都度指示する。 

 

15 成果物の帰属 

  この委託業務における成果物の所有権は、委託者に帰属する。 

 

16 疑義等の決定 

  仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、委託者、受託者が協議して決定するもの

とする。 

 

17 契約不適合責任 

（１） 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであ

る場合（受託者が広域連合に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合を

含む。） は、広域連合は、受託者に対し、履行の追完の請求、代金の減額の請求（不適

合が広域連合の責めに帰すべき事由によるものであるときを除く。）、損害賠償の請求及

び契約の解除をすることができる。 

 （２） 受託者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を広域連合に引き渡し

た場合において、広域連合がその不適合を知った時から１年以内にその旨を受託者に通

知しないときは、広域連合は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減

額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引

渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限り

でない。 
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18 個人情報の保護 

  受託業務全般を通じて、この業務で使用する個人情報の取扱に十分な注意を払うこと。 
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令和６年度各種帳票等の仕様について 

【減額認定証関連】 

１ 減額認定証 

（１）大きさ 

縦 １２８ミリ × 横 ９１ミリ 

（２）厚さ  

 １１０㎏ 

（３）材質 

ア 上質紙を使用すること。 

イ レーザープリンタでの印刷が可能であり、かつ印字後にじみ・はがれ等がおこらな

いものを使用すること。 

ウ 油性ボールペンを使用した手書きによる加筆が可能であること。 

（４）配色等 

表面 ３色（黒色、赤色及び地紋の 1 色とし、色は別途指示する。） 

裏面 黒色（印刷対応） 

※表面の一箇所及び別紙３－１ 提供データにある項番１９「長期入院該当年月日」に

データがある場合については、二箇所に委託者が提供する印影（赤色）をプリントす

ること。 

（５）レイアウト 

別紙５－１－１ 減額認定証及び台紙部分レイアウト（表） 

別紙５－１－２ 減額認定証及び台紙部分レイアウト（裏） 

 

２ 減額認定証台紙部分 

（１）大きさ 

 送付用封筒に封入できるものであること。 

（２）厚さ  

 減額認定証と同じ。 

（３）材質 

減額認定証と同じ。 

（４）配色等 

減額認定証と同じ。 

（５）レイアウト 

別紙５－１－１ 減額認定証及び台紙部分レイアウト（表） 

別紙 １ 
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別紙５－１－２ 減額認定証及び台紙部分レイアウト（裏） 

※ ミシン目により減額認定証部分が無理なく切り取れるようにすること。 

 

３ 送付先記載用紙 

（１）大きさ 

 送付用封筒に封入でき、かつ、送付用封筒の窓開き部分から宛名氏名、宛名住所、カ

スタマバーコード等が見えるものであること。 

※ 折り曲げて封入することを条件に、減額認定証の台紙部分とつながっていても可と

する。 

【縦２連】   

 （送付先記載用紙）    

 （台紙部分） 

（２）厚さ  

 １１０㎏ 

（３）材質 

減額認定証と同じ。 

（４）配色等 

表面 黒色 

裏面 黒色（印刷対応） 

（５）レイアウト 

別紙５－２－１ 減額認定証送付先記載用紙レイアウト（表） 

別紙５－２－２ 減額認定証送付先記載用紙レイアウト（裏） 

 （宛名部分に、日本郵便株式会社が指定する仕様によりカスタマバーコードを印刷す

ること。） 

 

４ 減額認定証送付のお知らせ 

（１）大きさ  

 Ａ４（封入時、三つ折にすること）。 

（２）厚さ 

 ７０㎏程度 

（３）材質 

上質紙 

（４）配色等 

 表面 フルカラー（すべて印刷対応）、裏面 １色 

（５）レイアウト 
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別紙５－３ 減額認定証送付のお知らせレイアウト 

 

５ 減額認定証制度案内用文書 

（１）大きさ 

 Ａ４（封入時、三つ折にすること） 

（２）厚さ 

 ７０㎏程度 

（３）材質 

上質紙 

（４）配色等 

 表面・裏面 黒色（すべて印刷対応） 

（５）レイアウト 

別紙５－４ 減額認定証制度案内用文書レイアウト 

 

【限度額認定証】 

１ 限度額認定証 

（１）大きさ 

縦 １２８ミリ × 横 ９１ミリ 

（２）厚さ  

 １１０㎏ 

（３）材質 

ア 上質紙を使用すること。 

イ レーザープリンタでの印刷が可能であり、かつ印字後にじみ・はがれ等がおこらな

いものを使用すること。 

ウ 油性ボールペンを使用した手書きによる加筆が可能であること。 

（４）配色等 

表面 ３色（黒色、赤色及び地紋の 1 色とし、色は別途指示する。） 

裏面 黒色（印刷対応） 

※表面の一箇所に委託者が提供する印影（赤色）をプリントすること。 

（５）レイアウト 

別紙６－１－１ 限度額認定証及び台紙部分レイアウト（表） 

別紙６－１－２ 限度額認定証及び台紙部分レイアウト（裏） 

 

２ 限度額認定証台紙部分 

（１）大きさ 

 送付用封筒に封入できるものであること。 
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（２）厚さ  

 限度額認定証と同じ。 

（３）材質 

限度額認定証と同じ。 

（４）配色等 

限度額認定証と同じ。 

（５）レイアウト 

別紙６－１－１ 限度額認定証及び台紙部分レイアウト（表） 

別紙６－１－２ 限度額認定証及び台紙部分レイアウト（裏） 

※ ミシン目により限度額認定証部分が無理なく切り取れるようにすること。 

 

３ 送付先記載用紙 

（１）大きさ 

 送付用封筒に封入でき、かつ、送付用封筒の窓開き部分から宛名氏名、宛名住所、カ

スタマバーコード等が見えるものであること。 

※ 折り曲げて封入することを条件に、限度額認定証の台紙部分とつながっていても可

とする。 

 

【縦２連】   

 （送付先記載用紙）    

 （台紙部分） 

（２）厚さ  

 １１０㎏ 

（３）材質 

限度額証と同じ。 

（４）配色等 

表面 黒色 

裏面 黒色（印刷対応） 

（５）レイアウト 

別紙６－２－１ 限度額証送付先記載用紙レイアウト（表） 

別紙６－２－２ 限度額証送付先記載用紙レイアウト（裏） 

 （宛名部分に、日本郵便株式会社が指定する仕様によりカスタマバーコードを印刷す

ること。） 
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４ 限度額証送付のお知らせ 

（１）大きさ  

 Ａ４（封入時、三つ折にすること）。 

（２）厚さ 

 ７０㎏程度 

（３）材質 

上質紙 

（４）配色等 

 表面 フルカラー（すべて印刷対応）、裏面 １色 

（５）レイアウト 

別紙６－３ 限度額認定証送付のお知らせレイアウト（表・裏） 

 

 

５ 減額認定証及び限度額認定証送付用封筒 

（１）大きさ  

 最大で洋形０号サイズ（縦１２０ミリ×横２３５ミリ）とする。 

（２）材質 

上質紙 

（３）配色等 

表面 ２色（黒色及び赤色） 

裏面 １色（黒色） 

※ 上記の他、封筒の外側から見て封入物が透けて見えないように、封筒の内側に地

紋を１色印刷すること。 

（４）窓あき（表面２箇所） 

 別紙５－２－１「減額認定証送付先記載用紙」および別紙６－２－１「限度額認定証

送付先記載用紙」に印刷した送付先宛名、カスタマバーコード及びお問い合わせ先等が

それぞれ見えるように窓部分を透明にすること。なお、窓部分の材質はグラシン紙を使

用すること。 

（５）レイアウト 

別紙７ 減額認定証及び限度額認定証送付用封筒レイアウト 

 

 【印字文字について】 

（１）プリント及びプリント部分以外の部分に使用する外字及び外字以外のフォントについ

て 

 別紙４「文字に関する仕様」のとおり。 



　

年 処理種別 処理名 データ引渡し日 成果物の納品日 納品場所

令和６年 減額認定証 年次更新 7月12日（金） 7月19日（金） 指定郵便局

限度額認定証 年次更新 7月12日（金） 7月19日（金） 指定郵便局

１２時 １２時

※　現段階での予定であり変更する可能性があります。

スケジュール及び納品場所（仮）

引き渡しまたは納品の締切時刻

別紙 ２
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L
G

X
1

3
0

外
字

-
0
5
-
F
L
G

0
3

G
A

IJ
I_
0
5
_F

L
G

X
1

3
1

外
字

-
0
6
-
F
L
G

0
3

G
A

IJ
I_
0
6
_F

L
G

X
1

3
2

外
字

-
0
7
-
F
L
G

0
3

G
A

IJ
I_
0
7
_F

L
G

X
1

3
3

外
字

-
0
8
-
F
L
G

0
3

G
A

IJ
I_
0
8
_F

L
G

X
1

3
4

外
字

-
0
9
-
F
L
G

0
3

G
A

IJ
I_
0
9
_F

L
G

X
1

3
5

桁
あ

ふ
れ

-
0
1
-
F
L
G

0
3

K
T
A

F
R

_0
1
_F

L
G

X
1

3
6

桁
あ

ふ
れ

-
0
2
-
F
L
G

0
3

K
T
A

F
R

_0
2
_F

L
G

X
1

3
7

桁
あ

ふ
れ

-
0
3
-
F
L
G

0
3

K
T
A

F
R

_0
3
_F

L
G

X
1

3
8

桁
あ

ふ
れ

-
0
4
-
F
L
G

0
3

K
T
A

F
R

_0
4
_F

L
G

X
1

3
9

桁
あ

ふ
れ

-
0
5
-
F
L
G

0
3

K
T
A

F
R

_0
5
_F

L
G

X
1

4
0

桁
あ

ふ
れ

-
0
6
-
F
L
G

0
3

K
T
A

F
R

_0
6
_F

L
G

X
1

4
1

桁
あ

ふ
れ

-
0
7
-
F
L
G

0
3

K
T
A

F
R

_0
7
_F

L
G

X
1

4
2

桁
あ

ふ
れ

-
0
8
-
F
L
G

0
3

K
T
A

F
R

_0
8
_F

L
G

X
1

4
3

桁
あ

ふ
れ

-
0
9
-
F
L
G

0
3

K
T
A

F
R

_0
9
_F

L
G

X
1

4
4

保
険

者
番

号
0
3

H
K

N
S

Y
_B

N
G

_1
X

8

4
5

支
所

判
別

番
号

0
3

H
K

N
S

Y
_B

N
G

_2
X

8

※
以

下
の

フ
ァ

イ
ル

も
同

様
の

レ
イ

ア
ウ

ト
と

す
る

。
　

・
印

刷
セ

ン
タ

ー
用

標
準

負
担

額
減

額
認

定
証

フ
ァ

イ
ル

（
外

字
な

し
）
（
短

期
証

）
　

・
判

別
番

号
付

与
C

S
V

フ
ァ

イ
ル

（
保

険
者

番
号

（
支

所
）
別

）
　

・
判

別
番

号
付

与
C

S
V

フ
ァ

イ
ル

（
保

険
者

番
号

（
支

所
）
別

）
（
短

期
証

）
　

・
判

別
番

号
付

与
C

S
V

フ
ァ

イ
ル

（
マ

ー
ジ

後
）
（
ヘ

ッ
ダ

ー
あ

り
）

　
・
判

別
番

号
付

与
C

S
V

フ
ァ

イ
ル

（
マ

ー
ジ

後
）
（
ヘ

ッ
ダ

ー
あ

り
）
（
短

期
証

）
　

・
判

別
番

号
付

与
C

S
V

フ
ァ

イ
ル

（
マ

ー
ジ

後
）
（
ヘ

ッ
ダ

ー
な

し
）

　
・
判

別
番

号
付

与
C

S
V

フ
ァ

イ
ル

（
マ

ー
ジ

後
）
（
ヘ

ッ
ダ

ー
な

し
）
（
短

期
証

）
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項
目

名

宛
名

郵
便

番
号

宛
名

住
所

１
（

漢
字

）

宛
名

住
所

２
（

漢
字

）

宛
名

住
所

３
（

漢
字

）

宛
名

住
所

４
（

漢
字

）

宛
名

住
所

５
（

漢
字

）

宛
名

氏
名

（
漢

字
）

宛
名

カ
ス

タ
マ

バ
ー

コ
ー

ド

交
付

年
月

日

被
保

険
者

番
号

被
保

険
者

住
所

被
保

険
者

氏
名

（
漢

字
）

被
保

険
者

性
別

被
保

険
者

生
年

月
日

発
効

期
日

年
月

日

有
効

期
限

年
月

日

適
用

区
分

（
漢

字
）

保
険

者
番

号
（

漢
字

）

保
険

者
名

（
漢

字
）

公
印

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

シ
ス

テ
ム

日
付

確
認

対
象

フ
ラ

グ

保
険

者
番

号

支
所

判
別

番
号

以
下

の
フ

ァ
イ

ル
も

同
様

の
レ

イ
ア

ウ
ト

・
K
A
1
2
R
0
1
3
_
2
_
p
r
i
n
t
.
c
s
v

・
K
A
1
2
R
0
1
3
_
2
_
b
u
l
k
M
e
r
g
e
.
c
s
v

・
K
A
1
2
R
0
1
3
_
1
_
b
u
l
k
M
e
r
g
e
.
c
s
v

・
K
A
1
2
R
0
1
3
_
2
_
d
e
l
H
e
a
d
R
o
w
s
.
c
s
v

・
K
A
1
2
R
0
1
3
_
1
_
d
e
l
H
e
a
d
R
o
w
s
.
c
s
v

補
足

事
項

2
5

8
固

定
半

角
英

数
入

力
フ

ァ
イ

ル
よ

り
転

送

2
4

8
固

定
半

角
英

数
入

力
フ

ァ
イ

ル
よ

り
転

送

2
3

1
固

定
半

角
英

数
入

力
フ

ァ
イ

ル
よ

り
転

送

2
2

1
4

固
定

Y
Y
Y
Y
M
M
D
D
h
h
m
m
s
s

入
力

フ
ァ

イ
ル

よ
り

転
送

2
1

6
固

定
半

角
英

数
入

力
フ

ァ
イ

ル
よ

り
転

送

2
0

2
5
6

可
変

半
角

英
数

入
力

フ
ァ

イ
ル

よ
り

転
送

1
9

1
5

固
定

マ
ル

チ
バ

イ
ト

入
力

フ
ァ

イ
ル

よ
り

転
送

1
8

8
固

定
９

９
９

９
９

９
９

９
入

力
フ

ァ
イ

ル
よ

り
転

送

1
7

1
6

固
定

マ
ル

チ
バ

イ
ト

入
力

フ
ァ

イ
ル

よ
り

転
送

1
6

1
1

固
定

Ｅ
Ｅ

Ｙ
Ｙ

年
Ｍ

Ｍ
月

Ｄ
Ｄ

日
入

力
フ

ァ
イ

ル
よ

り
転

送

1
5

1
1

固
定

Ｅ
Ｅ

Ｙ
Ｙ

年
Ｍ

Ｍ
月

Ｄ
Ｄ

日
入

力
フ

ァ
イ

ル
よ

り
転

送

1
4

1
1

固
定

Ｅ
Ｅ

Ｙ
Ｙ

年
Ｍ

Ｍ
月

Ｄ
Ｄ

日
入

力
フ

ァ
イ

ル
よ

り
転

送

1
3

1
固

定
マ

ル
チ

バ
イ

ト
入

力
フ

ァ
イ

ル
よ

り
転

送

1
2

1
0

固
定

マ
ル

チ
バ

イ
ト

入
力

フ
ァ

イ
ル

よ
り

転
送

1
1

4
5

固
定

マ
ル

チ
バ

イ
ト

入
力

フ
ァ

イ
ル

よ
り

転
送

1
0

8
固

定
９

９
９

９
９

９
９

９
入

力
フ

ァ
イ

ル
よ

り
転

送

9
1
1

固
定

Ｅ
Ｅ

Ｙ
Ｙ

年
Ｍ

Ｍ
月

Ｄ
Ｄ

日
入

力
フ

ァ
イ

ル
よ

り
転

送

8
2
0
7

可
変

半
角

英
数

入
力

フ
ァ

イ
ル

よ
り

転
送

7
2
0

固
定

マ
ル

チ
バ

イ
ト

入
力

フ
ァ

イ
ル

よ
り

転
送

6
2
0

固
定

マ
ル

チ
バ

イ
ト

入
力

フ
ァ

イ
ル

よ
り

転
送

5
2
0

固
定

マ
ル

チ
バ

イ
ト

入
力

フ
ァ

イ
ル

よ
り

転
送

4
2
0

固
定

マ
ル

チ
バ

イ
ト

入
力

フ
ァ

イ
ル

よ
り

転
送

3
2
0

固
定

マ
ル

チ
バ

イ
ト

入
力

フ
ァ

イ
ル

よ
り

転
送

2
2
0

固
定

マ
ル

チ
バ

イ
ト

入
力

フ
ァ

イ
ル

よ
り

転
送

1
8

固
定

９
９

９
－

９
９

９
９

入
力

フ
ァ

イ
ル

よ
り

転
送

フ
ァ

イ
ル

形
式

区
切

り
文

字

文
字

コ
ー

ド
改

行
コ

ー
ド

N
o
.

桁
数

固
定

／
可

変
書

式
デ

ー
タ

元
備

考

更
新

者
更

新
日

入
出

力
フ

ァ
イ

ル
項

目
設

計
書

シ
ス

テ
ム

名
入

出
力

フ
ァ

イ
ル

I
D
／

入
出

力
フ

ァ
イ

ル
名

作
成

者
作

成
日

神
奈

川
県

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
外

付
シ

ス
テ

ム
限

度
額

適
用

認
定

証
フ

ァ
イ

ル
（

外
字

な
し

）

K
A
1
2
R
0
1
3
_
p
r
i
n
t
.
c
s
v
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39
14

10
15

横
浜

市
鶴

見
区

役
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

保
険

年
金

課
 

保
険

係
（

２
階

７
番

窓
口

）
 

 
 

 
  

〒
２

３
０

−
０

０
５

１
横

浜
市

鶴
見

区
鶴

見
中

央
３

−
２

０
−

１
 

 
 

 
 

  
電

 
話

：
０

４
５

−
５

１
０

−
１

８
１

０
 

 
 

 
 

  
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
０

４
５

−
５

１
０

−
１

８
９

８
 

 
 

 
 

 
 

39
14

10
23

横
浜

市
神

奈
川

区
役

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

保
険

年
金

課
 

保
険

係
（

別
館

１
階

１
５

２
番

窓
口

）
  

〒
２

２
１

−
０

８
２

４
横

浜
市

神
奈

川
区

広
台

太
田

町
３

−
８

 
 

 
 

 
 

  
電

 
話

：
０

４
５

−
４

１
１

−
７

１
２

６
 

 
 

 
 

  
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
０

４
５

−
３

２
２

−
１

９
７

９
 

 
 

 
 

 
 

39
14

10
31

横
浜

市
西

区
役

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

保
険

年
金

課
 

保
険

係
（

１
階

９
番

窓
口

）
 

 
 

 
  

〒
２

２
０

−
０

０
５

１
横

浜
市

西
区

中
央

１
−

５
−

１
０

 
 

 
 

 
 

 
 

  
電

 
話

：
０

４
５

−
３

２
０

−
８

４
２

７
 

 
 

 
 

  
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
０

４
５

−
３

２
２

−
２

１
８

３
 

 
 

 
 

 
 

39
14

10
49

横
浜

市
中

区
役

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

保
険

年
金

課
 

保
険

係
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

〒
２

３
１

−
０

０
２

１
横

浜
市

中
区

日
本

大
通

３
５

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
電

 
話

：
０

４
５

−
２

２
４

−
８

３
１

７
 

 
 

 
 

  
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
０

４
５

−
２

２
４

−
８

３
０

９
 

 
 

 
 

 
 

39
14

10
56

横
浜

市
南

区
役

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

保
険

年
金

課
 

保
険

係
（

２
階

１
９

番
窓

口
）

 
 

 
  

〒
２

３
２

−
０

０
２

４
横

浜
市

南
区

浦
舟

町
２

−
３

３
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
電

 
話

：
０

４
５

−
３

４
１

−
１

１
２

８
 

 
 

 
 

  
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
０

４
５

−
３

４
１

−
１

１
３

１
 

 
 

 
 

 
 

39
14

10
64

横
浜

市
保

土
ケ

谷
区

役
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

保
険

年
金

課
 

保
険

係
（

１
階

８
番

窓
口

）
 

 
 

 
  

〒
２

４
０

−
０

０
０

１
横

浜
市

保
土

ケ
谷

区
川

辺
町

２
−

９
 

 
 

 
 

 
 

  
電

 
話

：
０

４
５

−
３

３
４

−
６

３
３

８
 

 
 

 
 

  
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
０

４
５

−
３

３
４

−
６

３
３

４
 

 
 

 
 

 
 

39
14

10
72

横
浜

市
磯

子
区

役
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

保
険

年
金

課
 

保
険

係
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

〒
２

３
５

−
０

０
１

６
横

浜
市

磯
子

区
磯

子
３

−
５

−
１

 
 

 
 

 
 

 
 

  
電

 
話

：
０

４
５

−
７

５
０

−
２

４
２

８
 

 
 

 
 

  
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
０

４
５

−
７

５
０

−
２

５
４

５
 

 
 

 
 

 
 

39
14

10
80

横
浜

市
金

沢
区

役
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

保
険

年
金

課
 

保
険

係
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

〒
２

３
６

−
０

０
２

１
横

浜
市

金
沢

区
泥

亀
２

−
９

−
１

 
 

 
 

 
 

 
 

  
電

 
話

：
０

４
５

−
７

８
８

−
７

８
３

５
 

 
 

 
 

  
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
０

４
５

−
７

８
８

−
０

３
２

８
 

 
 

 
 

 
 

39
14

10
98

横
浜

市
港

北
区

役
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

保
険

年
金

課
 

保
険

係
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

〒
２

２
２

−
０

０
３

２
横

浜
市

港
北

区
大

豆
戸

町
２

６
−

１
 

 
 

 
 

 
 

  
電

 
話

：
０

４
５

−
５

４
０

−
２

３
４

９
 

 
 

 
 

  
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
０

４
５

−
５

４
０

−
２

３
５

５
 

 
 

 
 

 
 

39
14

11
06

横
浜

市
戸

塚
区

役
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

保
険

年
金

課
 

保
険

係
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

〒
２

４
４

−
０

０
０

３
横

浜
市

戸
塚

区
戸

塚
町

１
６

−
１

７
 

 
 

 
 

 
 

  
電

 
話

：
０

４
５

−
８

６
６

−
８

４
４

９
 

 
 

 
 

  
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
０

４
５

−
８

７
１

−
５

８
０

９
 

 
 

 
 

 
 

39
14

11
14

横
浜

市
港

南
区

役
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〒
２

５
９

−
０

２
０

２
足

柄
下

郡
真

鶴
町

岩
２

４
４

番
地

の
１

 
 

 
 

 
 

  
電

 
話

：
０

４
６

５
−

６
８

−
１

１
３

１
（

代
）

 
 

  
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
０

４
６

５
−

６
８

−
５

１
１

９
 

 
 

 
 

 
 

39
14

38
47

湯
河

原
町

役
場

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

住
民

課
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

〒
２

５
９

−
０

３
９

２
足

柄
下

郡
湯

河
原

町
中

央
二

丁
目

２
番

地
１

 
 

 
 

  
電

 
話

：
０

４
６

５
−

６
３

−
２

１
１

１
（

代
）

 
 

  
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
０

４
６

５
−

６
３

−
２

３
８

４
 

 
 

 
 

 
 



別
紙

3-
3

39
14

40
19

愛
川

町
役

場
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

国
保

年
金

課
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

〒
２

４
３

−
０

３
９

２
愛

川
町

角
田

２
５

１
番

地
１

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
電

 
話

：
０

４
６

−
２

８
５

−
２

１
１

１
（

代
）

 
 

  
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
０

４
６

−
２

８
５

−
６

０
１

０
 

 
 

 
 

 
 

39
14

40
27

清
川

村
役

場
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

税
務

住
民

課
 

住
民

保
険

係
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

〒
２

４
３

−
０

１
９

５
愛

甲
郡

清
川

村
煤

ヶ
谷

２
２

１
６

番
地

 
 

 
 

 
 

  
電

 
話

：
０

４
６

−
２

８
８

−
３

８
４

９
 

 
 

 
 

  
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
０

４
６

−
２

８
８

−
１

９
０

９
 

 
 

 
 

 
 



 
 

文字に関する仕様 

 
委託者は、次に示す仕様の文字を使用しており、これを正確に印字すること 

 
１ 文字コード体系 

UCS2 のコード領域を使用し、住基ネット統一文字コードに準じた体系を管理しており、漢字は２バイト

コードで管理（0000～FFFF）している。 

本委託業務において提供するファイルの文字コードは「エンコード UTF-8」とする。 
 

２ フォント形式 

（１）被保険者証及び送付先のプリントに使用するフォントについて 

日本加除出版株式会社製の日本語入力ソフトウェア「KAJO_J 入力システムＶ７ 後期高齢者医療広

域連合電算処理システム対応版」に含まれるフォント（「KAJO_J 明朝」）を使用している。 

なお、受託者が印字を行うにあたり、フォント（委託者が提供する外字（次項参照）を除く。）の使

用に際して使用許諾等が必要な場合は、受託者がその責任を負うこと。また、ソフトウェアのバージ

ョンについては、変更となることがあるものとする。 

（２）（１）以外の部分に使用するフォントについて 

契約締結後、別途指示する。 

 

３ 外字について 

住基ネット統一文字コードに準じた体系の範囲外となる外字（残存外字）については、私用領域（最大

6,400 文字：E000～F8FF）に対し、コード化し管理している。 

 
４ 外字ファイルの提供 

契約締結後、委託者が私用領域で管理する外字ファイル（KAJO_JM.TTE ／ KAJO_JM.TCF）を提供する。

また、契約期間の途中で外字ファイルを変更する場合がある。その場合、新たな外字ファイルをその都度

提供する。 

 
５ 外字ファイルの印字テスト 

委託者が提供する外字ファイルについて、受託者は、本契約の対象となる帳票を印刷するプリンタを使

用して、事前に印字テストを行い、委託者が提供する「広域外字一覧 神奈川県_外字一覧(広域外字)」と

１文字ずつ照合確認を行い、文字の品質を十分担保すること。 

なお、外字ファイルが変更された場合には、その都度、印字テストを行うこと。 

別紙 ４ 



有 効 期 限　　NNZ9年Z9月Z9日

交付年月日　　NNZ9年Z9月Z9日

　被 保 険 者 番 号　N N N N N N N N

被

保

険
者

　住　所

 　 N－－－－(××)－－－－N

　  N－－－－(××)－－－－N

    区分○

 　 N－－－－(××)－－－－N

　氏　名
 　 N－－(××)－－N

 　 N－－(××)－－N

　神奈川県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

 　 N－－－－－(××)－－－－－N

 　 N－－－－－(××)－－－－－N

　 長    期    入    院

    該  当  年  月  日

　　　保 険 者 番 号

　　　並 び に 保 険
　　　者 の 名 称 及

　　　び印

9999

　生 年 月 日    NNZ9年Z9月Z9日

発   効   期   日    NNZ9年Z9月Z9日

適　 用 　区　 分

9999

印

印

1
2
8
ミ

リ

※
証

が
切

り
取
れ

る
よ
う
に

周
囲

に
ミ

シ
ン
目

を
入
れ
る

こ
と

。
※

各
欄
等

の
印
字

内
容
及
び

文
字

数
は

契
約
締

結
後
、
別

途
協

議
す

る
。

※
表

面
３

色
、
裏

面
１
色
。

※
台

紙
部

分
は
す

べ
て
印
刷

対
応

。

す
べ

て
の
証

に
プ
リ

ン
ト
す
る

。

別
紙

５
－

１
−
１

減
額

認
定

証
及
び

台
紙
部

分
レ

イ
ア
ウ

ト

別紙 ５－１－１減額認定証及び台紙部分レイアウト

※
こ
ち
ら

の
限
度

額
適
用

・
標
準

負
担
額

減
額
認
定

証
は
令

和
6
年
8
月
1日

か
ら
ご

使
用
い
た

だ
け
ま

す
。
被

保
険
者

証
と
一

緒
に
医
療

機
関
に

ご
提
示

く
だ
さ

い
。

区
分

Ⅱ
の
う

ち
、
長

期
該
当
者

の
み

プ
リ

ン
ト

す
る
。

9
1
ミ

ミ
シ
ン
目

に
沿
っ

て
切
り

離
し

て
お
使

い
く
だ

さ
い
。

裏
面
の
注

意
事

項
を
必

ず
お

読
み
く

だ
さ

い
。

[「
区

分
Ⅰ

」
ま

た
は

「
区

分
Ⅱ

」



（
長

期
・
短

期
と

も
裏

面
の

文
章

は
同

一
）

1
2
8
ミ
リ

9
1ミ

リ

24
ミ
リ

別
紙

５
－

１
－

２
減

額
認

定
証

及
び

台
紙

部
分

レ
イ

ア
ウ

ト
(
裏

)

別紙５－１－２ 減額認定証及び台紙部分レイアウト(裏)
※

裏
面
は

黒
１
色
で
す
べ
て

印
刷
対
応
。

2
10
ミ
リ

ミ
シ

ン
目
に

沿
っ

て
切
り
離

し
て
、

お
使

い
く
だ

さ
い

。

1
2
0ミ

リ

注意事項

1．この証によって療養を受ける場合は、次のとおり一部負担金

限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額

の減額が行われます。

(1) 療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、医療機関等ご

とに1か月につき、別に定められた額を限度とします。

(2) 入院の際に食事療養を受ける場合に支払う食事療養標準負

担額又は生活療養を受ける場合に支払う生活療養標準負担額

は、別に厚生労働大臣が定める減額された額となります。

2．被保険者の資格がなくなったとき、認定の条件に該当しなく

なったときには、直ちにこの証を市町村に返してください。

また、転出の届出をする際には、この証を添えてください。

3．有効期限を経過した証を使用することはできません。また、

有効期限を経過した証を使用して後期高齢者医療給付を受けた

場合は、後期高齢者医療給付費の返還を求める場合があります。

4．この証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、この

証を添えて、保険者（後期高齢者医療広域連合）あての届書を、

市町村に提出してください。

5．不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役

の処分を受けます。

備考

8
3
ミ
リ



【
減
額
認
定
証
送
付
先
記
載
用
紙
】
レ
イ
ア
ウ
ト

X
X
X
-
X
X
X
X

[お
問
い
合
わ
せ
先
]

X
X
X
-
X
X
X
X

#
9
9
9
9
9
9
9

Ｎ
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
（
×

×
）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

Ｎ

Ｎ
－

－
－

－
－

－
－

（
×

×
）

－
－

－
－

－
－

－
Ｎ

△
様

Ｎ
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
（
×

×
）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

Ｎ

Ｎ
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
（
×

×
）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

Ｎ

Ｎ
－

－
－

－
－

－
－

（
×

×
）

－
－

－
－

－
－

－
Ｎ

△
様

Ｎ
－

－
－

－
－

－
－

－
－

（
×

×
）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
Ｎ

Ｎ
－

－
－

－
－

－
－

－
－

（
×

×
）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
Ｎ

Ｎ
－

－
－

－
－

－
－

－
－

（
×

×
）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
Ｎ

Ｎ
－

－
－

－
－

－
－

－
－

（
×

×
）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
Ｎ

Ｎ
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
（
×

×
）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

Ｎ

Ｎ
－

－
－

－
－

－
－

－
－

（
×

×
）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
Ｎ

Ｎ
－
－
－

－
（
×

×
）
－

－
－
－

Ｎ
Ｎ

－
－
－

－
（
×

×
）
－

－
－
－

Ｎ
Ｎ

－
－
－

－
（
×

×
）
－

－
－
－

Ｎ
Ｎ

－
－
－

－
（
×

×
）
－

－
－
－

Ｎ
Ｎ

－
－
－

－
（
×

×
）
－

－
－
－

Ｎ
Ｎ

－
－
－

－
（
×

×
）
－

－
－
－

Ｎ
Ｎ

－
－
－

－
（
×

×
）
－

－
－
－

Ｎ

窓
開

き
か
ら

見
え
る

部
分
に
連

番
及

び
カ

ス
タ

マ
ー
バ

ー
コ
ー

ド
を
プ
リ

ン
ト

す
る

こ
と

。

宛
名

住
所
・

氏
名

印
刷

対
応

各
レ

コ
ー
ド

に
含
ま

れ
る
保
険

者
番

号
に

よ
り
、

別
に

提
供

す
る
リ

ス
ト
に

あ
る
各
市

区
町

村
(
５

８
箇

所
）

の
連

絡
先
（

名
称
、

郵
便
番
号

、
住

所
、

電
話
番

号
、

Ｆ
Ａ

Ｘ
番
号

）
を
印

字
で
き
る

よ
う

に
す

る
こ
と

。

※
各

欄
等

の
印
字

内
容
及
び

文
字

数
は

契
約
締

結
後
、
別

途
協

議
す

る
。

※
裏

面
は

黒
１
色

で
す
べ
て

印
刷

対
応

と
す
る

。

別紙5-2-1 減額認定証送付先記載用紙レイアウト(表）

・
限

度
額

適
用

・
標

準
負

担
額

減
額

認
定

証
の

住

所
・
氏

名
・
生

年
月

日
・
性

別
に

誤
り

が
な

い
か

ご
確

認
く
だ

さ
い

。
・
市

町
村

で
使

用
し

て
い

る
文

字
と

印
字

さ
れ

た
文

字
が

異
な

る
場

合
が

あ
り

ま
す

の
で

、
ご

了
承

く
だ

さ
い

。
・
そ

の
他

ご
不

明
な

点
が

ご
ざ

い
ま

し
た

ら
、

下
記

ま
で

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
・
令

和
６

年
７

月
〇

日
現

在
の

状
況

で
作

成
し

て
お

り
ま

す
。



「
後

期
高

齢
者

医
療

限
度

額
適

用
・
標

準
負

担
額

減
額

認
定

証
」
は
、
お
一

人
ず
つ
郵

送
し
て
お
り
ま
す
。

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
は
、
「
神

奈
川

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

」
が
運

営
し
て
い
ま
す
。

※
裏

面
は

黒
１
色

で
す
べ
て

印
刷

対
応

と
す
る
。

別
紙
５
−
２
−
２

減
額
認
定
証
送
付
先
記
載
用
紙
レ
イ
ア
ウ
ト
（
裏
面
）

別紙５−２−２ 減額認定証送付先記載用紙レイアウト（裏面）

〈
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
ご
使
用
に
な
る
と
き
に
注
意
す
る
こ
と
〉

◎
被

保
険

者
証

と
一

緒
に

医
療

機
関

の
窓

口
に

ご
提

示
く

だ
さ

い
。

◎
医

療
機

関
に

預
け

た
ま

ま
に

す
る

の
は

や
め

ま
し

ょ
う

。
◎

他
人

と
貸

し
借

り
す

る
な

ど
不

正
に

使
用

し
た

場
合

は
、

法
に

よ
り

罰
せ

ら
れ

ま
す

。
◎

認
定

が
取

り
消

さ
れ

た
り

、
証

の
更

新
が

あ
っ

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
ま

ま
同

じ
証

を
お

使
い

に
な

る
と

、
か

か
っ

た
医

療
費

の
一

部
若

し
く

は
全

額
を

返
還

し
て

い
た

だ
く

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

◎
現

在
お

住
ま

い
の

市
区

町
村

を
転

出
し

た
場

合
は

、
速

や
か

に
証

を
返

還
し

て
く

だ
さ

い
。

新
し

い
証

は
、

転
入

先
の

市
区

町
村

で
お

渡
し

し
ま

す
の

で
、

所
定

の
申

請
手

続
き

を
し

て
く

だ
さ

い
。







別紙５－４ 減額認定証制度案内用文書レイアウト                                 

１ 減額認定証が交付される方及びその適用区分について 

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（以下「減額認定証」といいます。）が交付され

る方及びその認定基準は次のとおりです。 
適用区分 認 定 基 準 

区分Ⅱ 同一世帯の方全員が市町村民税非課税である世帯に属する、区分Ⅰ以外の被保険者 

区分Ⅰ 

同一世帯の方全員が市町村民税非課税であって、かつ世帯の方全員の各所得 
（年金の所得は控除額を 80 万円として計算）が０円となる被保険者 
＊世帯の方全員が市町村民税非課税である世帯に属する「老齢福祉年金」を受給している被保険者

（国民年金制度発足時に 50 歳を超えていた主に明治生まれの方。老齢基礎年金とは異なりま

す。）も区分Ⅰとなります。 

市町村民税未申告の方について 
同一世帯（被保険者本人を含む）に市町村民税未申告の方がいる場合は、「区分Ⅱ」で判定されています。 

本人を含む同一世帯の方の所得が判明し、限度額適用認定の対象外となった場合は、速やかに減額認定証をご

返却ください。また、これまでにご負担いただいていた区分Ⅱと変更後の区分の自己負担限度額の差額につい

て、広域連合から請求をさせていただく場合があります。 
なお、同一世帯員全員の各所得が０円となる方は、市町村民税の担当窓口で申告をすることにより、「区分Ⅰ」

と判定されます。「区分Ⅰ」と判定されるためには、同じ世帯の方全員の申告が必要となります。 

 

２ １か月当たりの高額療養費の自己負担限度額について 

減額認定証を提示すると、１か月の医療機関での窓口ごとの支払は、下表の自己負担限度額までとな

ります。（差額ベッド代やおむつ代等保険対象ではないもの、また柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージ

の施術等は除きます。） 

◎医療機関での窓口ごとの高額療養費の自己負担限度額(月額) 

適用区分 外    来 入    院 

区分Ⅱ 8,000 円 24,600 円 

区分Ⅰ 8,000 円 15,000 円 

一般Ⅱ 

一般Ⅰ 

①18,000 円 または 

②6,000 円＋（総医療費※１－30,000 円）

×10% の低い方を適用※２ 

57,600 円 

 （44,400 円）※３ 

※１ 総医療費が 30,000 円未満の場合は、30,000 円として計算します。 

※２ 所得区分「一般Ⅱ」の外来自己負担限度額の②は、２割負担施行後３年間（令和７年９月 30 日まで）の激変緩和措置にな

ります。 

※３（ ）内の金額は、過去 12 か月間に自己負担限度額を超えた給付を３回以上受けた場合、その月が４回目以降の給付のと

きに適用されます。 

 

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 について 

裏面もご覧ください。 



 

３ 食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額について 

入院の際、減額認定証を提示すると医療機関等の窓口において支払う食事療養標準負担額又は生活療

養標準負担額が、下表のとおり減額されます。 

適用区分 
食事療養標準負担額 

（一般病床に入院する方） 

生活療養標準負担額 

（療養病床に入院する方 ※１） 

区分Ⅱ 
210 円／1 食  

食費 210 円／1 食  
居住費 370 円／1 日 

 
160 円／1 食 ※２ 

区分Ⅰ 100 円／1 食 食費 130 円／1 食 

 老福※３ 100 円／1 食 食費 100 円／1 食 居住費 なし 

一般ⅠⅡ・ 
一定上 

460 円／1 食 ※４ 食費 460 円／1 食 ※５ 居住費 370 円／1 日 

※１ 入院医療の必要性が高い方及び回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、食事療養標準負担額お

よび生活療養標準負担額の居住費部分を負担します。居住費の負担は平成 29 年 9 月までは「０円／１日」、平成 29
年 10 月から「200 円／１日」、平成 30 年 4 月から「370 円／１日」となりました。なお、指定難病患者の方は、生活

療養標準負担額の負担はありません。 

※２ 過去１年間に合計 91 日以上入院した場合は、長期入院に該当することとなり「160 円／1 食」となります。 

（ただし、介護保険の適用を受けて入所している場合は除きます。） 

※３ 区分Ⅰに該当する老齢福祉年金受給者の場合です。 

※４ 指定難病患者の方等で区分Ⅰ・Ⅱ以外の方は、260 円です。 

※５ 管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす場合です。それ以外の場合は「420
円／1 食」となります。 

 
 
「区分Ⅱ」に該当し、減額認定証の長期入院該当欄が空白の方が、過去 12 か月の入院日数が合計 91 日以

上となった場合、申請に基づき長期入院の認定ができます。（ただし、介護保険の適用を受けて入所してい

る場合は除きます。）なお、長期入院該当日は申請日の翌月１日となります。 
該当される方は、次のとおり市区町村の担当窓口に申請してください。 

必 要 書 類 

● 91 日以上入院したことが確認できる書類（主に領収書）の写し 

● 預金通帳、印鑑（朱肉を使うもの）、保険証、減額認定証 

● ①個人番号(マイナンバー)と②本人確認ができるもの 

 ① 通知カード、個人番号カード、住民票の写し(個人番号が記載されたもの) 
 ②・１点で良いもの 
   個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療養

手帳、在留カード、官公署から発行された顔写真つきの書類等 
  ・２点必要なもの 
   保険証、介護保険証、国民年金手帳、官公署から発行された顔写真のない書類で氏名

と生年月日または住所が確認できる書類等 
※ 年齢到達や転入等で新たに被保険者になった方で、前の健康保険での入院日数を算入する方

は「前の健康保険の減額認定証の写し」 
※ 成年後見人などが選任されている場合は「登記事項証明書の写し」 

申  請  先 お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口 

認定された場合の 

取 扱 い 

一般病床に入院した場合の「食事療養標準負担額」が 

１食当たり 160 円に減額されます（減額前 210 円）。 

長期入院の認定に伴

う食事療養標準負担

額の差額給付 

医療機関における医療費の請求は１か月単位で行われるため、長期認定された日が属する月

については、入院 91 日目以降の負担額について、減額前の金額（１食当たり 210 円）で請求

される場合があります。この場合、長期認定が適用された本来の負担額（160 円）との差額の

支給申請が必要です。 
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 　 N－－－－(××)－－－－N

　  N－－－－(××)－－－－N

　生 年 月 日    NNZ9年Z9月Z9日

 　 N－－－－(××)－－－－N

　氏　名
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後期高齢者医療限度額適用認定証

有 効 期 限　　NNZ9年Z9月Z9日
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999

　神奈川県後期高齢者医療広域連合
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注意事項

1．この証によって療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、

医療機関ごとに１箇月につき、別に定められた額を限度とし

ます。

2．被保険者の資格がなくなったとき、記載された適用区分に該

当しなくなったときには、直ちにこの証を市町村に返してくだ

さい。また、転出の届出をする際には、この証を添えてくださ

い。

3．有効期限を経過した証を使用することはできません。また、

有効期限を経過した証を使用して後期高齢者医療給付を受けた

場合は、後期高齢者医療給付費の返還を求める場合があります。

4．この証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、この

証を添えて、保険者（後期高齢者医療広域連合）あての届書を、

市町村に提出してください。

5．不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役

の処分を受けます。
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転

出
し

た
場

合
は

、
速

や
か

に
証

を
返

還
し

て
く

だ
さ

い
。

新
し

い
証

は
、

転
入

先
の

市
区

町
村

で
お

渡
し

し
ま

す
の

で
、

所
定

の
申

請
手

続
き

を
し

て
く

だ
さ

い
。







返還先

差出人　〒221-0052　横浜市神奈川区栄町８番地１

ヨコハマポートサイドビル９階

神奈川県後期高齢者医療広域連合

料金後納

郵 便

235mm（最大）

120mm
（最大）

宛名等表示用
窓開き部分 市区町村別連絡先表示用

神奈川県後期高齢者医療広域連合差

【標準負担額減額認定証・限度額認定証送付用封筒】レイアウト

親展

市町村職員や広域連合職員を装った振り込め詐欺にご注意ください。

【裏面】

別紙 ７

必ず開封して、内容を確認してください。


